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下水道の役割

浸水防除
都市に降った雨の排除により、浸水被害を防除。
その便益は不特定多数の人々に及ぶ。

公衆衛生の向上
市街地に汚水が滞留しないよう、汚水を排除し、公衆衛生を確保。
その便益は不特定多数の人々に及ぶ。

公共用水域の水質保全
汚水を適切に処理することで、河川、海域等の水質を保全。
その便益は不特定多数の人々に及ぶ。

（下水道法第一条）目的

この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市
下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆
衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
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生活排水処理施設の種類

下水道法上の下水道

公共下水道

流域下水道

都市下水路

公共下水道

流域関連公共下水道

特定環境保全公共下水道

特定公共下水道

• 真岡市下水道は、以下黄色部分の3事業となります。

農業集落排水

漁業集落排水

合併処理浄化槽

他の法令によるもの

コミュニティプラント等

人家のまばらな周辺部
は「合併処理浄化槽」

を設置

中心部は
「公共下水道」を整備

農村部の集落は
「農業集落排水」を整備
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下水道施設の構成

下水道施設

排水施設

処理施設

補完施設

・・・ 排水管、排水渠等

・・・ 水処理施設、汚水処理施設等

・・・ ポンプ施設等

排水施設 処理施設

補完施設
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下水の排除方式

分流式

合流式

• 汚水と雨水を別々の管渠系統で排除

• 雨天時に汚水を公共用水域に放流することがないため、
水質汚濁防止上有利。

• 汚水と雨水を同一の管渠系統で排除
• 1本の管渠で汚濁対策と浸水対策を同時に解決でき、

分流式に比べて施工が容易。

• 真岡市下水道は、 「分流式」 を採用しています。
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終末処理場のしくみ

• 終末処理場は個々の処理施設を組み合せた総体であり、個々の処理施設の組合せとその配列は、それぞれの
処理場の置かれている諸状況(流入水の水質、放流先の状況、汚泥処理の制約条件等)を考慮して決定されます。



真岡市の下水道
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下水道事業の概要

◼ 下水道事業の沿革

• 真岡市の下水道は、公共下水道事業及び農業集落排水事業と地域の特性に応じ、処理施設を複数有し
  運営しています。

令 和 ２ 年 4 月
公共下水道事業と農業集落排水事業を合わせた下水道事業会計とし、地方公営企業法を適
用して、公営企業会計に移行。

現 在 令和２年３月に策定したストックマネジメント計画等に基づき、老朽化施設の更新に取り組む。

● 公共下水道事業

真岡処理区（真岡市水処理センター）
（昭和58年3月供用開始）

二宮処理区（真岡市二宮水処理センター）
（平成7年3月供用開始）

● 農業集落排水事業

飯貝地区
（昭和62年7月供用開始）

小林地区
（平成2年3月供用開始）

粕田地区
（平成6年3月供用開始）

小貝川東部地区
（平成9年3月供用開始）

大沼地区
（平成11年3月供用開始）

東郷地区
（平成13年3月供用開始）

東大島地区
（平成13年4月供用開始）

両沼地区
（平成16年10月供用開始）

二宮地区
（平成11年1月供用開始）

鹿物井地区
（平成11年10月供用開始）

二宮東部地区
（平成21年4月供用開始）
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下水道施設の状況

◼ 処理場

事業名 施設名 建設年度 経過年数 処理能力

真岡市水処理センター 昭和58年 41年 21,760㎥／日

真岡市二宮水処理センター 平成7年 29年 3,500㎥／日

飯貝地区農業集落排水処理施設 昭和62年 37年 79.2㎥／日

小林地区農業集落排水処理施設 平成2年 34年 363.0㎥／日

粕田地区農業集落排水処理施設 平成6年 30年 207.9㎥／日

小貝川東部地区農業集落排水処理施設 平成9年 27年 250.8㎥／日

大沼地区農業集落排水処理施設 平成11年 25年 165.0㎥／日

東郷地区農業集落排水処理施設 平成13年 23年 508.0㎥／日

東大島地区農業集落排水処理施設 平成13年 23年 430.0㎥／日

両沼地区農業集落排水処理施設 平成16年 20年 419.0㎥／日

二宮地区農業集落排水処理施設 平成11年 25年 351.0㎥／日

鹿物井地区農業集落排水処理施設 平成11年 25年 225.0㎥／日

二宮東部地区農業集落排水処理施設 平成21年 15年 681.0㎥／日

※令和７年３月末現在

公共下水道事業

農業集落排水事業

処理場施設の概要
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下水道施設の状況

◼ 管路概要

• 真岡市が管理する管路は総延長約532㎞（令和6年度末）あり、これまで管路を適切に管理するため、定期的な
点検と継続的な漏水調査を行い、老朽化した管路を計画的に更新してきました。

（ｍ）
昭和57年度
公共下水

布設のピーク

昭和48年度
公共下水

布設の始まり

施工延長(m) 不明(S48～) S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12

公共下水道 29,892 734 265 125 0 0 52,255 16,084 13,598 11,556 10,816 11,646 12,365 14,985 11,647 12,736 10,536 7,953 9,208 11,926 13,749 12,299 10,655 14,938 9,392

農業集落排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,146 0 8,806 0 0 0 0 6,731 0 14,236 0 11,333 26,094 0

合計 29,892 734 265 125 0 0 52,255 16,084 13,598 11,556 10,816 12,792 12,365 23,791 11,647 12,736 10,536 7,953 15,939 11,926 27,985 12,299 21,988 41,032 9,392

施工延長(m) H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 計

公共下水道 7,676 8,332 10,728 9,018 10,520 4,602 3,021 4,333 5,306 3,838 4,156 5,605 2,858 4,257 572 3,729 2,748 1,890 1,522 2,887 998 490 160 118 398,722

農業集落排水 14,192 0 0 20,581 0 0 0 0 0 30,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,146

合計 21,868 8,332 10,728 29,599 10,520 4,602 3,021 4,333 5,306 33,865 4,156 5,605 2,858 4,257 572 3,729 2,748 1,890 1,522 2,887 998 490 160 118 531,868

昭和62年度
農集排

布設の始まり

平成22年度
農集排
布設終了

令和8年度からは
法定耐用年数50年を
経過する管路あり
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• 有形固定資産減価償却率が建設当初から60％を超え、老朽化が進んでいます。
• 令和8年度以降は法定耐用年数である50年を超過する管渠があります。

下水道施設の状況

◼ 下水道施設の老朽化の推移

事業名 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

事業全体 57.49% 57.89% 59.14% 60.45% 61.27% 62.00% 62.80% 63.58% 64.33% 65.04% 65.72% 66.86%

公共下水道 57.79% 57.91% 59.09% 60.40% 61.12% 61.73% 62.41% 63.05% 63.73% 64.33% 64.88% 66.00%

農業集落排水 56.45% 57.85% 59.29% 60.62% 61.80% 62.98% 64.26% 65.52% 66.59% 67.75% 68.97% 70.22%
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下水道の業務量

区 分 説 明 令和6年度末

処理区域内人口 下水道処理が可能な区域に住んでいる人の数。 55,983 人

普及率（整備率） 行政区域内人口に占める処理区域内人口の割合を示す。 71.70 ％

水洗化人口 実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口。 54,143 人

水洗化率 現在処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続し、水洗便所を設
置して汚水処理している人口の割合を表す指標。

96.71 ％

年間汚水処理水量 年間で処理した汚水の量の合計。 6,388,839 ㎥

年間有収水量 使用料徴収の対象となった水量のこと。 5,660,715 ㎥

有収率 処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水の割合を示す。有
収率が高いほど不明水（使用料徴収の対象ではない）が少なく、効率的。

88.60 ％

一日平均処理水量 年間汚水処理水量を年日数で除したものをいう。 17,504 ㎥
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• 真岡市では、過疎化や少子高齢化などにより行政区域内人口が減少している中で、普及率及び水洗化率
はともに少しずつではありますが上昇しています。

下水道の普及状況

◼ 下水道整備人口及び普及状況

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

行政区域内人口 80,840 80,921 80,754 80,633 80,151 79,833 79,294 79,193 78,571 78,081

処理区域内人口 54,540 55,081 55,251 55,599 55,456 55,544 55,734 56,075 56,113 55,983

水洗化済人口 50,693 51,415 51,879 52,860 52,925 53,136 53,439 53,967 54,162 54,143

普及率 67.47 68.07 68.42 68.95 69.19 69.58 70.29 70.81 71.42 71.70

水洗化率 92.95 93.34 93.90 95.07 95.44 95.66 95.88 96.24 96.52 96.71

（人） （％）

（年度）



16

• 下水道事業全体において、人口減少に伴い、年間有収水量及び汚水処理水量は減少傾向にあります。
• 水洗化済人口１人に対する有収水量（一人当たりの有収水量）は減少傾向にあります。

下水道の普及状況

◼ 有収水量及び有収率

（㎥） （％） （㎥）

R2 R3 R4 R5 R6

年間有収水量 5,762,264 5,751,880 5,612,305 5,665,707 5,660,715

汚水処理水量 6,909,627 7,073,550 6,534,868 6,701,038 6,388,839

有収率 83.39 81.32 85.88 84.55 88.60

R2 R3 R4 R5 R6

一人当たりの
有収水量
（㎥/人）

108.44 107.63 104.00 104.61 104.55
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